
熊本県個人情報保護審査会答申の概要 
（平成２３年２月１５日付け答申第１１号） 

 
 

１ 事案の概要  
Ｈ２２． ２．２６ 異議申立人 熊本県個人情報保護条例（以下「条例」という。）に基づき、

知事に対し、「消費者相談あっせん結果報告書」（以下「本件

対象文書」という。）に記載された自己情報について訂正（削

除又は挿入）請求。 

Ｈ２２． ３．２４ 知事 訂正請求に対し、いずれも訂正をしなければならない場合に該

当しないとして、不訂正決定。 

Ｈ２２． ５．２０ 異議申立人 本件不訂正決定を不服として異議申立て。 

Ｈ２２． ６． ８ 知事 熊本県個人情報保護審査会に諮問（諮問第１４号）。 

 

２ 当事者の主張の要旨  

（１）異議申立人 

① 本件不訂正決定を取り消し、請求どおりの訂正を求める。 

② 第２回あっせんには夫は欠席しており、「○○夫妻」との記載は事実ではない。 

③ 第２回あっせんで決定された内容の記載に誤りがある。 

④ 第３回あっせんで合意に至った部分の記載に誤りがある。 

（２）知事 

  ① 出席していた他の職員にも事実と相違する記載はないことを確認しており、訂正をしな

ければならない場合には該当しない。 

  ② 本件対象文書は、法令等の規定に基づいて作成しているものではなく、上司に報告する

ために担当者が作成した内部文書であり、当事者を拘束するものではない。記載内容につ

いても決まりはなく、合意に至った内容を要約して記載するものであり、発言をすべて記

載するものではない。 

    ③ 第２回あっせん結果報告書の「○○夫妻」との記載については、「○○夫妻側」という

意味で記載しているものである。 

 

３ 審査会の判断  

訂正請求のあった部分のうち、「○○夫妻」と記載のある１箇所は適切な内容に訂正すべき

であるが、その他の部分については、いずれも不訂正としたことは妥当 

(1) 第２回あっせん結果報告書に記載されている「○○夫妻」という記載のうち、１箇所目

は、夫はあっせんに欠席しているものの、知事の説明する「夫妻側」という意味に解するこ

とが可能であり記載の誤りとまでは言えないが、２箇所目は、あっせんで夫妻が発言したよ

うに記載されており、「夫妻側」という意味に解することはできないため、適切な内容に訂

正すべきである。 

(2) 第２回及び第３回のあっせん結果報告書について訂正（挿入）を求めている部分のうち、

事実であることに争いがない部分については、本件対象文書はやり取りのすべてを網羅して

記録したものではなく、概要と結果の要点を担当者の判断で取りまとめるべき性質のものと

認められるため、不訂正とした知事の判断は妥当である。 

(3) 第２回のあっせん結果報告書について訂正（削除）を求めている部分のうち、職員が、あ

っせん時に異議申立人と事業者の話を聞いて行った評価に関する記述と認められる部分が

あり、この部分は訂正請求の対象となる「事実」には該当しないため、不訂正とした知事の

判断は妥当である。 

(4) その他については、記載が事実でないという客観的な根拠は示されていないことから、不

訂正とした知事の判断は妥当である。 
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諮問実施機関：熊本県知事 

諮問日   ：平成２２年６月８日（諮問第１４号） 

答申日   ：平成２３年２月１５日（答申第１１号） 

事案名   ：消費者相談あっせん結果報告書の不訂正決定に関する件 

 
答     申 

 

第１ 審査会の結論 

熊本県知事（以下「実施機関」という。）が、消費者相談あっせん結果報告書

に記録された異議申立人の自己情報について、平成２２年３月２４日に行った不

訂正決定のうち、別表１の番号２の項目については別表２の下線部分を訂正すべ

きであるが、その他の部分については、いずれも不訂正としたことは妥当である。 

 

第２ 諮問に至る経過 

１ 平成２２年２月２６日、異議申立人は、熊本県個人情報保護条例（平成１２年

熊本県条例第６６号。以下「条例」という。）第２３条第１項の規定に基づき、

「(株) ○○○○○○○○○○○○○『○○○○○○不良』に関する第２回あっ

せんの結果(報告)」（以下「本件対象文書１」という。）及び「(株) ○○○○○

○○○○○○○○『○○○○○○不良』に関する第３回あっせんの結果(終了)」

（以下「本件対象文書２」といい、本件対象文書１と併せて、以下「本件対象文

書」という。）に記録された自己情報について、別表１のとおり訂正請求を行っ

た。 

 

 ２ 平成２２年３月２４日、実施機関は、訂正請求に係る個人情報（以下「本件対

象情報」という。）のいずれも訂正をしなければならない場合には該当しないと

して、不訂正決定（以下「本件不訂正決定」という。）を行った。 

 

３ 平成２２年５月２０日、異議申立人は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１

６０号）第６条の規定に基づき、実施機関に対して本件不訂正決定を不服とする

異議申立てを行った。 

 

４ 平成２２年６月８日、実施機関は、この異議申立てに対する決定を行うに当た

り、条例第２６条第１項の規定に基づき、当審査会に諮問を行った。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

本件不訂正決定を取り消し、請求どおりの訂正を求めるというものである。 

 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人の異議申立ての理由は、おおむね次のとおりである。 

（１）解釈の相違が多く、録音事実と違う事実が記載されている又は無記載である。 

（２）実施機関は「認識した事実に基づいて概要として取りまとめたものであり、

出席していた他の職員にも事実と相違する記載はないことを確認しており、訂

正をしなければならない場合には該当しない。」としているが、これまでのや
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り取りから、事実を確認する人物に値するか疑問に思う。 

（３）別表１の番号１及び２の項目については、次のとおり、事実と異なる記載が

なされている。 

① 第２回あっせんには○○○○氏は欠席しており、「○○夫妻」との記載は事

実ではない。 

② また、実施機関から、あっせんには契約者（○○○○氏）出席が原則で、

○○夫人の委任代行は認められず、第２回あっせんでは、契約書が動くよう

な事や判断をするような事はしない旨の話があり、あっせんを了承した事実

はない。 

（４）別表１の番号３及び４の項目が第２回あっせんで決定された事実である。あ

っせんの際の最後のまとめ部分が録音されているコンパクトディスクを提出

するが、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○」という旨の録音の内容である。 

（５）別表１の番号５及び６の項目については、業者からの新たな提案であって、

了承した決定事項ではない。 

（６）別表１の番号７の項目については、明らかに業者側の対応がその場しのぎで

あったことを認めていた。 

（７）別表１の番号８から１３までの項目については、合意事項として決定してい

ない内容であるため削除すべきであり、合意に至ったのは別表１の番号１４の

項目である。第３回あっせん後、第３回あっせんで合意したことについて業者

に確認したところ、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○」とのことであり、異議申立人も同感である。 

（８）別表１の番号１５の項目については、「○○○○○○○○○○○○○○○」

と記載があるが「合意に至った」とされる部分が、詳細に細かく決まったので

あれば、○○○○○の必要はないはずである。 

（９）別表１の番号１６から１８までの項目については、次のとおり第３回あっせ

んは相談内容の解決により終了されたものではなくて、実施機関の回数の換算

により終了したことが事実である。 

① 実施機関から「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○」と、第３回あっせん前に念を押された。 

② 業者に対しても「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」と頼んでい

るのが聞こえていた。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

   実施機関の説明の内容は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 本件対象文書は、異議申立人を当事者とする消費者相談に係る特定の日のあっ

せんの結果について、担当者が記録したものである。 

   この記録は、法令等の規定に基づいて作成しているものではなく、実施機関の

活動記録として上司に報告するために担当者が作成した内部文書であり、当事者

を拘束するものではない。また、記載内容についても決まりはなく、全体の概要

と結果の要点を伝えることを主眼に作成している。 
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本件についても、相談者、事業者、県職員の三者が一堂に会して話し合ったあ

っせんの場でのやりとりの内容について、出席していた担当者が当時認識した事

実に基づいて概要として取りまとめたものであり、出席していた他の職員にも事

実と相違する記載はないことを確認しており、訂正をしなければならない場合に

は該当しない。 

 

２ 別表１の番号１及び２の項目について、「○○夫妻」と記載しているのは、第

１回のあっせんを踏まえ、また異議申立人自身が、夫妻を代表して意思決定でき

ると表明されたことを受けての第２回あっせん結果報告であることから、「○○

夫妻側」という意味で記載しているものである。 

また、第２回あっせん結果報告の出席者欄にも「ご主人は欠席」と括弧書きを

入れており当日○○○○氏が欠席であることは明らかである。 

 

３ 別表１の番号３及び４の項目については、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という趣旨で発言されたもので

ある。また、本件対象文書は合意に至った内容を要約して記載するものであり、

発言をすべて記載するものではない。 

 

 ４ 別表１の番号１４の項目については、そのような内容の発言があったことは事

実だが、事務的なことなので報告書に記載する必要のない事柄と判断して記載し

ていない。 

 

 ５ 別表１の番号１５の項目については、そのような内容の発言があったため、記

載している。 

 

 ６ 別表１の番号１７の項目については、そのような内容の発言があったかどうか

は不明である。会話の流れの中で３回という数字はあったかもしれないが、数字

を強調して発言したことはない。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○旨の説明を行っている。 

 

 ７ 別表１の番号１８の項目については、あっせんの趣旨からして、○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○、理由もなく断ることはない。 

 

第５ 審査会の判断 

当審査会は、本件対象情報の内容を見分した上で、異議申立人の主張及び実施

機関の説明に基づき、本件不訂正決定の妥当性について調査、審議した結果、以

下のように判断する。 

 

１ 本件対象文書について 
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本件対象文書は、実施機関の説明によると、法令等の規定に基づいて作成して

いるものではなく、実施機関の活動記録として上司に報告するために担当者が作

成した内部文書であり、あっせんの当事者を拘束するものではないとのことであ

る。 

また、記載する内容についても規定はなく、あっせん時のやり取りのすべてを

網羅して記録したものではなく、あっせん全体の概要と結果の要点を報告するこ

とを主眼に作成されたもので、出席していた担当者が当時認識した事実に基づい

て概要として取りまとめたものとのことである。 

 

 ２ 本件対象文書に記載された各情報について 

本件対象文書１には、標題、報告日、報告所属名、第２回あっせんを行った日

時、第２回あっせんを行った場所、第２回あっせんの出席者、第２回あっせんの

結果、今後のスケジュール、「※」が付された記載及び上司等の確認印がある。 

本件対象文書２には、標題、報告日、報告所属名、第１回から第３回までのあ

っせんを行った日時、第３回あっせんの出席者、第３回あっせんの結果、第３回

あっせんの内容及び上司等の確認印がある。 

 

３ 本件対象情報について 

  本件対象情報は、本件対象文書に記載されている異議申立人の個人情報のうち、

本件対象文書１については、「第２回あっせんの結果」中別表１の番号１から５

までの項目、「今後のスケジュール」中別表１の番号６の項目及び「『※』が付

された記載」中別表１の番号７の項目である。 

また、本件対象文書２については、「第３回あっせんの結果」中別表１の番号

８から１８までの項目である。 

 

４ 訂正請求について 

個人情報の訂正請求については、条例第２３条第１項において、開示を受けた

自己情報に事実の誤りがあると認める場合に、実施機関に対してその訂正（追加

及び削除を含む。）を求めることができる旨定められている。これは、実施機関

が保有する個人情報に事実の誤りがあった場合に、そのことによって誤った行政

処分その他の行政行為がなされ、本人に思わぬ不利益が及んだり、本人の権利利

益を侵害するおそれがあることから、このようなことを未然に防止するために、

開示を受けた自己に関する個人情報が事実と合致していないと認めるときは、そ

の訂正を求めることができることを権利として保障したものと解するのが相当

である。 

このことから、訂正請求が認められるためには、①当該保有個人情報がその性

質上、訂正請求の対象となる個人情報に該当するかどうか（訂正請求対象情報該

当性）、②条例第２３条第３項により、訂正することが必要な場合かどうか（訂

正の要否）、という要件を満たさなければならないと考えられる。 

 

５ 訂正請求対象情報該当性について 

条例に基づく訂正請求は、上記４のとおり、条例第２３条第１項において、開

示を受けた自己情報について、事実の誤りがあると認める場合に行うことができ

ると規定されている。このことから、訂正請求の対象は、「事実」であって、評
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価・判断等の客観的な正誤の判定になじまない事項には及ばないものと解される。 

本件対象情報のうち、別表１の番号７の項目については、実施機関の職員が、

あっせん時に異議申立人と事業者の話を聞いて行った評価に関する記述と認め

られ、条例第２３条第１項にいう訂正請求の対象となる「事実」には該当しない。

よって、本条例による訂正の請求ができる場合に該当しないため、不訂正とした

実施機関の判断は妥当である。 

別表１の番号７以外の項目については、いずれもあっせん時における出席者の

やり取りの概要やその結果を要点として記載したものであることから、条例第２

３条第１項にいう訂正請求の対象となる「事実」に該当すると認められる。 

 

 ６ 訂正の要否について 

（１）別表１の番号１の項目について 

   第２回あっせんには異議申立人の夫である○○○○氏は欠席しており、その

ことについては、本件対象文書１の「第２回あっせんの出席者」中に、「ご主

人は欠席」と記載されていることからも明らかである。しかし、当該項目につ

いては本件あっせんに関するこれまでの相談者側の主張を記載していると認

められ、「○○夫妻側」という意味に解することが可能であり、記載の誤りと

までは言えない。 

   よって、条例第２３条第３項にいう訂正しないことにつき正当な理由があ

り、不訂正とした実施機関の判断は妥当である。 

 （２）別表１の番号２の項目について 

    当該項目のうち、「○○夫妻」の部分については、第２回あっせんに○○○

○氏は欠席しているにもかかわらず、第２回あっせんの当日に○○夫妻が○○

○○○○○○○○○○ように記載されており、実施機関の説明する「○○夫妻

側」という意味に解することはできない。 

    一方、それ以外の部分については、異議申立書、意見書及び口頭意見陳述の

内容を踏まえて検討したところ、記載が事実でないという客観的な根拠は示さ

れていないことから、当該記載内容が事実と異なるとは認められない。 

よって、当該項目のうち、「○○夫妻」という記載は「事実の誤り」に該当

し、適切な内容に訂正すべきであるが、それ以外の部分については、条例第２

３条第３項にいう訂正しないことにつき正当な理由があり、不訂正とした実施

機関の判断は妥当である。 

 （３）別表１の番号３及び４の項目について 

    当該項目については、異議申立人が審査会に提出したコンパクトディスクに

やり取りが録音されており、事実であることに争いはないが、実施機関は「本

件対象文書は合意に至った内容を要約して記載するものであり、発言をすべて

記載するものではない。」旨を説明している。 

    すなわち、本件対象文書については、上記１に述べたとおり、あっせん時の

やり取りのすべてを網羅して記録したものではなく、あっせん全体の概要と結

果の要点を担当者の判断で取りまとめるべき性質のものと認められる。 

よって、当該項目が事実であったとしても、条例第２３条第３項にいう訂正

しないことにつき正当な理由があり、不訂正とした実施機関の判断は妥当であ

る。 

 （４）別表１の番号５から１３まで及び１５から１８までの項目について 
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    当該項目については、異議申立書、意見書及び口頭意見陳述の内容を踏まえ

て検討したところ、記載が事実でないという客観的な根拠は示されていないこ

とから、当該記載内容が事実と異なるとは認められない。 

よって、条例第２３条第３項にいう訂正しないことにつき正当な理由があ

り、不訂正とした実施機関の判断は妥当である。 

 （５）別表１の番号１４の項目について 

    当該項目については、事実であることに争いはないが、上記（３）に述べた

とおり、本件対象文書は、あっせん時のやり取りのすべてを網羅して記録した

ものではなく、あっせん全体の概要と結果の要点を担当者の判断で取りまとめ

るべき性質のものと認められることから、当該項目が事実であったとしても、

条例第２３条第３項にいう訂正しないことにつき正当な理由があり、不訂正と

した実施機関の判断は妥当である。 

 

７ その他の異議申立人の主張について 

異議申立人は、その他種々主張しているが、いずれも当審査会の上記判断を左

右するものではない。 

 

８ 結論 

以上により、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

熊本県個人情報保護審査会 

会     長 冨永 清美 

会長職務代理者 大江 正昭 

委     員 植村 米子 

委     員 大日方 信春 

委     員 徳村 美佳 
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審 査 の 経 過 

 

 

 

 

年 月 日 

 

審 査 の 経 過 

 

平成２２年６月８日 

 

 

平成２２年７月５日 

 

 

平成２２年８月３日 

 

 

平成２２年９月１０日 

 

 

平成２２年１０月１５日 

 

 

平成２２年１２月２日 

 

 

平成２２年１２月１６日 

 

 

平成２３年１月１９日 

 

 

・諮問（第１４号） 

 

 

・実施機関から不訂正決定理由説明書を受理 

 

 

・異議申立人から意見書を受理 

 

 

・審議 

 

 

・異議申立人の口頭意見陳述、審議 

 

 

・実施機関からの説明聴取 

 

 

・審議 

 

 

・審議 

 

 

 

 

別表１及び別表２ 

（個人情報保護のため記載しません。） 

 


